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１．立地適正化計画の概要 

1-1．計画策定の背景と目的 

松山市を含む、我が国の多くの地方都市では、これまで人口増加とモータリゼーションの進

展を背景に、市街地の拡大を続けてきました。しかし、今後は少子高齢化に伴う、急速な人口

減少が見込まれており、一定の人口集積に支えられてきた医療、介護・福祉、子育て支援、商

業などの各種都市機能施設の維持並びに、生活サービスの享受が容易にできなくなってくるこ

とが予想されます。 

さらに、市街地の拡大に合わせて整備されてきた道路や下水道などの社会資本の老朽化も進

行しており、厳しい財政制約の中で、これら問題への対応も求められてきます。 

このため、今後のまちづくりには、持続可能な都市構造への転換が求められており、高齢者

や子育て世代にとって安心できる、健康で快適な生活環境を実現することや、財政面や経済面

で持続可能な都市経営を可能にすることが大きな課題となっています。また、各種都市機能施

設や住居がまとまって立地し、高齢者をはじめとする市民が公共交通によりこれらの施設に容

易にアクセスできるなど、都市全体の構造を見直し、『コンパクトシティ・プラス・ネットワ

ーク』の考えで進めていくことが重要となっています。 

こうした中、平成 26 年 8 月に都市再生特別措置法等の一部を改正する法律が施行され、市

町村は、閣議決定された都市再生基本方針に基づき、住宅及び都市機能増進施設（居住者の共

同の福祉や利便性の向上を図るために必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与する

もの）の立地の適正化を図るため、都市再生特別措置法第 81 条第 1 項により「立地適正化計

画」を作成することができることになりました。 

一方、松山市では、平成 22 年度に「松山市都市計画マスタープラン」を策定し、集約型の

都市構造の形成を目指して、都市もしくは地域の活動拠点となるゾーンや拠点、さらには連携

軸における整備を重点的に推進することとしています。 

松山市立地適正化計画は、『コンパクトシティ・プラス・ネットワーク』の実現に向けて、

都市計画マスタープランを踏襲しつつ、より具体的な計画を定めたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 立地適正化計画の構成イメージ 

◆区域内における居住環境

の向上 

◆区域外の居住の緩やかな

コントロール（届出制度） 

◆区域外の住宅等跡地の管

理・活用 

居住誘導区域 

居住を誘導し人口密度を

維持するエリアを設定 

公共交通 維持・充実を図る公共交通網を設定 ◆公共交通を軸とするまちづくり 

◆都市機能（福祉・医療・商

業等）の立地促進 

◆歩いて暮らせるまちづく

り 

◆区域外の都市機能立地の

緩やかなコントロール 

（届出制度） 

都市機能誘導区域 
生活サービスを誘導する

エリアと、このエリアに誘導

する施設を設定 
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1-2．計画の位置づけ 

松山市立地適正化計画は、都市再生特別措置法第 82 条に基づき、都市全体の観点から、居

住機能や医療・商業等の都市機能の立地、公共交通の充実等に関する包括的なマスタープラン

として策定するもので、「松山市都市計画マスタープラン」の一部として扱います。 

上位計画である「第 6次松山市総合計画」や「松山広域都市計画区域マスタープラン」等と

の整合を図りつつ、国が推奨する「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の実現のため

に、医療、介護・福祉、商業、子育て支援など多様な分野の計画とも連携を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上位・関連計画の概要は、付属資料

を参照。 

 

第 6次松山市総合計画 

松山市都市計画マスタープラン 

松山市立地適正化計画 

松山創生人口 100年ビジョン 

・先駆け戦略 

松山市 

愛媛県 

松山広域都市計画区域 

マスタープラン 

◇ 第 6期松山市高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

◇ 第 3期松山市地域福祉計画 

◇ 松山市第 3期障害者計画 

◇ 松山市第 4期障害福祉計画 

介
護
・
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交
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住
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子
育
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環
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防
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中
心
市
街
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商
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◇ 松山市公共施設マネジメント基本方針 

◇ 第 3次まつやま教育プラン 21 

◇ 松山市子ども・子育て支援事業計画 

◇ 松山市住宅マスタープラン 

◇ 地域住宅計画 

◇ 松山市空家等対策計画 

◇ 松山市中心市街地活性化基本計画 

◇ 松山市中心地区市街地総合再生計画 

◇ 都市再構築戦略事業（道後文京地区） 

◇ 松山市駅前周辺地区市街地総合再生計画 

◇ 松山市広域集客商業活性化戦略 

◇ 松山市総合交通戦略 

◇ 松山市地域公共交通総合連携計画 

◇ 松山市駐車場整備計画 

◇ 松山市地域防災計画 

◇ 第 2次松山市環境総合計画 

◇ 松山市低炭素社会づくり実行計画 

◇ 松山市緑の基本計画 

公
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設 

第７次愛媛県 

地域保健医療計画 

国 

改正 

都市再生特別措置法 
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1-3．計画に定める内容 

この計画では、以下の内容を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 都市機能誘導区域：都市機能施設を都市の中心拠点や生活拠点に誘導・集約することに

より、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域です。 

居住誘導区域内に設定されます。 

 

◇ 誘導施設    ：都市機能誘導区域ごとに立地を誘導すべき都市機能増進施設です。 

※誘導施設に位置づけられた施設が、都市機能誘導区域の区域外に

立地を行う場合、また、区域内の誘導施設が休廃止する場合は、

行為に着手する 30日前までに市長への届出が義務付けられます。 

 

◇ 居住誘導区域  ：一定エリアで人口密度を維持することにより、生活サービスやコミ

ュニティが持続的に確保されるよう居住を誘導すべき区域です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 立地適正化計画の区域 

(２) 立地適正化計画の計画期間 

(３) 都市機能誘導区域 

(４) 誘導施設（都市機能誘導区域に維持・確保すべき施設） 

(５) 居住誘導区域 

(６) 計画推進方策 

(７) 目標値 
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1-4．計画の区域 

計画区域は、都市再生特別措置法第 81 条第１項に基づき、松山広域都市計画区域（松山市

域のみ）とします。ただし、都市全体を見渡す観点から、都市計画区域外も分析・評価の対象

とし、都市計画区域外への施策展開も視野に入れるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-5．計画期間 

計画期間は、松山市の都市計画に関する基本的な方針を定めた「松山市都市計画マスタープ

ラン」（平成 23年 3月策定）の目標年次である、平成 42年度（2030年度）とします。 

ただし、目指す都市構造の実現には長期を要するため、目標年次を超えた将来見通しに基づ

く計画とし、都市計画マスタープランの改訂や社会・経済情勢の変化に応じて、適宜見直しを

行います。 

 計画期間：平成 29年度～平成 42年度 

 

立地適正化計画区域 
＝松山広域都市計画区域 
（松山市域のみ） 


